
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２５ 

あなたは加害者になっていない？ 

～ でのその言葉、「誹謗
ひ ぼ う

中傷
ちゅうしょう

」かも～ 

名無しさん @20xx.xx- 

○子は小学校の時、 
いじめっ子だったんだ 
よ。 

  普通の人 @xyz.abc 
だから今でも、性格が 
悪いんだよね～。 

あれ？ 
何のお知らせ 
かな？ 

① 

③ 

② 

へー、そうなんだ。 
おもしろそうだから 
拡散しようっと♪ 

 名誉棄損
め い よ き そ ん

罪
ざい

 
 侮辱
ぶじょく

罪
ざい

 
ざい

 慰謝料
いしゃりょう

請求
せいきゅう

 
 損害
そんがい

賠償
ばいしょう

 
ざい

えーっ！ 
私が直接悪口を 
書いたわけじゃ 
ないよ～！ 

みんなの書き込みを 
拡散させただけ 
なのに… 

【誹謗中傷を投稿・拡散しないために…】 
 
投稿、再投稿は慎重に！ 
 
対面や実名で言えないことは SNSでもダメ！ 
 
時間を置いて投稿を見直す習慣を！ 

【自分が誹謗中傷を受けたときは…】 
 

■ミュートやブロックなどで「見えなくする」 
 

■SNS事業者に誹謗中傷の投稿削除を依頼 
 

■信頼する人との相談、公的な相談窓口の利用 

相手の人格を「否定する・攻撃する」
言い回しは誹謗中傷です！ 

投稿の発信者を特定され、 
法的な責任を問われることに！ 

その場の勢いで投稿したものが 
炎上してしまい、後悔することも… 

 
深く傷つく前に 
「見えなくする」 
がおススメ 

 
発信者を特定して 
「損害賠償請求」も可能 

 一人で抱え込まず相談を！ 

拡散行為自体が「不法行為」と判断されれば 
拡散者も請求の対象となる場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

〒996-0002  新庄市金沢字大道上 2034（最上総合支庁 １階） 

【相談受付】 ９：００～１７：００（土日祝日・年末年始除く） 

【電話番号】 ０２３３－２９－１３７０  「１８８」で最寄りの消費生活センターにつながります 

◆最新の悪質商法について 
◆契約トラブル等の相談事例紹介 
◆トラブルへの対処法など 

「消費生活出前講座」を利用してみませんか？ 
 

※まずは、お電話でお申し込みください 

  
費用は 
無料です。 

講師が、各地域に 
出向いて、消費生活 
に関する知識を、 
わかりやすくお伝え
します。 

 

①強い衝撃や圧力を加えない 

②高温になる場所では使用・保管しない 

③充電は安全な場所で、起きているときに行う 

④異常を感じたら、使用を中止する 

⑤発火した場合はまず安全を確保し、大量の水で消火する 

⑥製品情報やリコール情報の確認 

⑦公共交通機関では、持ち込みルールを守る 

廃棄の際のポイント 
 
①リチウムイオン電池使用の製品であるか 
確認する 
 

②リサイクル可能なものはリサイクルする 
 
③廃棄方法を確認してから廃棄する 
 
④廃棄する前に、できるだけ電池を使い切る 

リチウムイオン電池は 
こんな製品に使われているよ！ 

リチウムイオン電池使用製品の発火事故に注意！ 

～使用・廃棄のポイントは？～ 
事故多発中！ 


